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財政援助団体等の監査結果報告書の提出について 

 

  地方自治法第199条第７項の規定により、財政援助団体等の監査を実施したので、

同条第９項の規定により監査結果に関する報告書を提出する。 

 



 

財政援助団体等の監査結果報告書 

 

第１ 監査の概要 

  １ 監査の種類  地方自治法第 199条第７項の規定による財政援助団体等監査 

 

２ 監査の対象 

対象団体   社会福祉法人 徳名会 

対象施設   しいの木保育園 

    所管課    こども未来課 

 

３ 監査の範囲 

  令和５年４月１日から令和６年８月 31 日までの補助金に係る出納及び関連

する事務 

 

４ 監査の実施日 

令和６年 10月 17日 

 

５ 監査の実施場所 

  監査委員室（清水町堂庭 210 番地の１） 

しいの木保育園（清水町徳倉 1603番地の 10） 

    

６  監査の方法 

町が交付した当該補助金に係る出納、その他の事務の執行状況など、関連資

料の提出を求め、出納関係帳票、その他関係書類との照合等を行ったほか、施

設に出向いて関係者から説明を聴取し、補助金の交付目的が十分に達成されて

いるか、交付申請の手続及び会計経理が適正かつ適切に行われているかに主眼

を置き実施した。また、対象施設に出向いて、関係者から説明を聴取するとと

もに、必要に応じた現況確認を行った。 

   

 

 



 

第２  補助金の概要 

  １ 補助金名及び補助金額 

    清水町民間保育所等運営事業費補助金 

    令和６年度予算額      ２２,５３６千円 

   

２ 補助の目的 

民間の保育所、小規模保育事業及び認定こども園の運営の円滑化及び児童 

の健全育成を図ることを目的として、予算の定めるところにより運営費の一部

を助成するものである。 

   

３ 補助の根拠 

    清水町民間保育所等運営事業費補助金交付要綱 

   

４ 補助金の交付実績 

    令和３年度決算額      ２１,７８１千円 

    令和４年度決算額      ２２,４８９千円 

    令和５年度決算額      ２５,３９９千円 

 

第３ 監査の結果 

１ 指摘事項 

町からの補助金に係る出納、その他事務の執行については、補助金の交付

申請書、実績報告書、現金収支関係書類及び各会計帳簿などを確認した結果、

おおむね適正に処理されていたが、次の意見に示すとおり、一部改善を要する

事項が見受けられたため、必要な措置を講じられたい。 

なお、軽微な事項については、現場で口頭による指導、助言を行ったため

記載を省略する。 

 

２ 監査意見 

  まずは、今回、提出を求めた財政援助団体等監査調書では、関連資料におけ

る肝心要の部分への記載誤りや添付書類の錯誤などが見られ、限られた時間の



 

中で円滑に審査を進める上での支障となっていたため、施設の事務担当者にあ

っては、所管課との間で十分なコンセンサスを得ておくことや関連資料の整合

を図っておくことなど、監査に臨むにあたっての備えを心がけるよう努めて欲

しい。 

  今後も引き続き、保育を必要とする保護者等からの期待に応えられるよう努

めるとともに、町民サービスの向上と複雑・多様化する保育ニーズに対応する

ことができる質の高い保育の推進に御尽力いただけるものと期待する。 

なお、幼稚園・保育所再編計画を進めている当町にあって、民間の発想に

よる経営とノウハウを蓄積しながら保育サービスを展開する「しいの木保育

園」の存在は、我が町の子育て環境にとって重要な役割を担っているため、今

後、私立保育園としての特色が更に拡充されるよう、所管課にあっては側面的

な支援に一層努められたい。 


